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歴史的風致の維持及び向上に関する課題

4 章　歴史的風致の維持及び向上に関する方針

1 ．歴史的風致の維持及び向上に関する課題
（1）　歴史文化にかかる情報公開や接点の不足

歴史的風致に係る歴史資産や活動の取組について、一人ひとりの市民が「自分たちのまちの財産で
ある」と実感できる土壌を作っていくことが非常に重要であり、さまざまな普及啓発活動を通じて、
共感する人やパートナーとなってくれる人を増やすことが求められている。そのためには、情報を単
に伝達するのみではなく、多くの人にリーチする横の視点と深く体感してもらう縦の目線の双方を持っ
て情報公開や愛着を感じられる接点づくりを推進していく必要がある。

（2）　増加する歴史的建造物候補への対応
市内の歴史資産の現存状況を継続的に把握することは勿論のこと、時代の変化に伴う歴史的建造物

等の評価を常に見直していくことが必要である。歴史的風致を形成する歴史的建造物においても、築
造後概ね 50 年を経過していることを前提として、戦後に築造された建造物など時代の更新に伴って増
加する歴史的建造物の候補について、保全活用を検討していく必要がある。

（3）　歴史資産の維持・継承に係る負担への対応
関東大震災と第二次世界大戦による横浜大空襲という二度の災禍を受けながらも現在に残る歴史的

建造物は、そのまちの歴史を語り、横浜らしい個性を象徴する存在であり、一度失われると二度と取
り戻すことができない非常に貴重かつ重要な資産である。歴史的風致の維持及び向上のためには、こ
れらの「歴史資産」が完全に失われてしまうことを防ぎ、極力保全し継承していくことが必要である。

しかしながら、近年では維持管理に係る費用の高騰、税負担等による所有者の負担が大きくなって
いることが課題となっている。また、都市部特有の課題として、不動産評価では低くみられることか
ら都市開発圧力の下では失われやすい存在である。歴史資産を守る所有者・管理者に極力最大限の支
援を行いつつ、長期的な視野に立ち柔軟に保全していくことが求められている。

（4）　歴史資産の活用に係るハードルとまちづくりとの連携
歴史資産を保全し本来の形で使い続けることは、歴史的風致の維持のためには非常に大きな価値が

ある。しかし同時に、その歴史資産自体が象徴する個性に、現代ならではの活用が加わることで、ま
ちの中で大きな価値を発揮し、歴史的風致が向上する可能性を秘めている。歴史資産がまちの中で生
きた形で有り続けるためには、守りながら使い、使いながら守る、保全活用とまちづくりが一体となっ
た推進が重要である。その実現のためには、さまざまな角度からの知見や力が必要であり、活用を進
めていくための支援や施策が求められている。一方で、これまでの歴史的建造物等の情報や、維持管
理や改修・活用等に関するノウハウ等が蓄積されつつあるにも関わらず、所有者や技術者等の間での
共有が不足しているという課題がある。
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2 ．既存計画（上位・関連計画）
本計画は、平成 18 年（2006）から 20 年間の横浜市の目指すべき都市像や、それを実現するための

施策の基本方向などを規定した「横浜市基本構想（長期ビジョン）」を上位計画として、その構想を深
度化する分野別計画に位置づけられる。また、「横浜市中期計画 2022‐2025」や「横浜市都市計画マスター
プラン」等の関連計画と整合、連携を図る。さらに、歴史まちづくり分野の計画である「横浜市文化
財保存活用地域計画」とも整合、連携を図り、横浜市の歴史まちづくりを推進していくための計画と
する。

横浜市基本構想（長期ビジョン）【平成 18 年 6 月】
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既存計画（上位・関連計画）

（1）　横浜市基本構想（長期ビジョン）
昭和 48 年（1973）に制定された「横浜市基本構想（旧）」を、平成 21 年（2009）に開港 150 周年、

市政 120 周年を迎えることも契機に見直し、平成 18 年（2006）6 月 23 日に「横浜市基本構想（長期ビジョ
ン）」を策定した。「横浜市基本構想（長期ビジョン）」は市民全体で共有する横浜市の将来像であり、
その実現に向けて、横浜市を支えるすべての個人や団体、企業、行政などが、課題を共有しながら取
り組んでいくための基本的な指針となるものである。概ね令和 7 年（2025）頃までを展望し、横浜市
の目指すべき都市像や、それを実現するための施策の基本方向などを規定した。

横浜市基本構想（長期ビジョン）では、都市像として「市民力と創造力により新しい『横浜らしさ』
を生み出す都市」を掲げ、その都市像を支える 5 つの柱を示している。本計画は、特に「多様な働き
方や暮らしができる生活快適都市」と関連が深く、「自然環境や都市景観など地域の特性に応じたまち
づくりを市民自らが愛着を持って行うことにより、横浜は豊かな生活環境のある快適で暮らしやすい
都市を目指します」と定めている。

また、実現の方向性と取組を 10 個示している。「横浜ならではの魅力を創造し都市の活力を高めよう」
では、「横浜の立地条件を生かし、空港、港、道路、鉄道が一体的に機能するまちをつくり、活力ある
産業の集積とともに、新たな産業や観光資源の創出と活用に積極的に挑戦し、活力と競争力のあるま
ちを目指しましょう」と定めている。「暮らしやすい快適なまちづくりをしよう」では、「歴史的建造
物や水・緑・文化などの地域の特性を反映しながら、都市の景観を守り、住民自らが活発なまちづく
りを展開しましょう」と定めている。

実現のための基本姿勢として、「横浜を支える市民と行政がそれぞれの役割と責任を認識し、協力し
て都市の魅力や 活力をつくるとともに、安心して生き生きと暮らせる社会を実現します」と定めている。

横浜市基本構想（長期ビジョン）概要
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実現の方向性と取組（（4）・（7）抜粋）

５ 

（（３３））子子どどももをを温温かかくく見見守守りりののびびののびびとと育育ててよようう  

 次次代代をを担担うう子子どどももたたちちのの健健全全なな成成長長はは、、未未来来へへのの希希望望ああふふれれるる都都市市づづくくりりのの根根本本でで

すす。。ラライイフフススタタイイルルがが多多様様化化すするる中中でで、、誰誰ももがが暮暮ららししややすすくく、、子子どどももたたちちががののびびののびび

育育つつままちちをを実実現現ししてていいくくたためめににはは、、子子どどももがが成成長長すするる喜喜びびをを社社会会全全体体でで共共有有しし、、見見

守守っってていいくくここととがが重重要要でですす。。  

  

ア 社会全体で子育てを支援することにより、子育てに関する様々な不安や負担を解 

 消して、子どもと夢を共有できるゆとりある生活を実現しましょう。 

イ 子育てしやすい住環境や、子どもたちがのびのびと遊び、学べる安全な地域と親 

 子の居場所づくり、医療の充実など、子育てバリアフリーが徹底された生活環境の 

 整ったまちを目指しましょう。 

ウ 青少年が積極的に地域社会へ参画するとともに、世代間で互いに助け合い連携し 

 て子育てを支援する地域コミュニティを実現しましょう。  

（（４４））横横浜浜ななららででははのの魅魅力力をを創創造造しし都都市市のの活活力力をを高高めめよようう  

  横横浜浜のの活活力力をを高高めめてていいくくたためめににはは、、活活発発なな文文化化芸芸術術活活動動やや国国際際機機関関ななどどのの集集積積にによよ

りり、、多多様様なな人人々々がが集集ままりり、、交交流流すするるここととでで、、横横浜浜ななららででははのの魅魅力力とと可可能能性性をを創創造造すするる

ここととがが重重要要でですす。。  

  

ア 横浜の立地条件を生かし、空港、港、道路、鉄道が一体的に機能するまちをつく 

 り、活力ある産業の集積とともに、新たな産業や観光資源の創出と活用に積極的に 

 挑戦し、活力と競争力のあるまちを目指しましょう。 

イ 横浜の活力の源である港の魅力を高めるために、アジアや世界に貢献する物流機 

 能の強化とともに、海に親しめる憩いの機能も高めていきましょう。 

ウ 環境に配慮した事業活動や技術開発、消費が活発に行われるとともに、豊かな自 

 然環境と、都市活動が持続的に共存できるまちを目指しましょう。 

エ 横浜の食を支える農業と都市生活を共存させ、大きな消費地を背景とした地産地 

 消を積極的に進めるとともに、安全で新鮮な農産物を生み出す都市農業が活発に行 

  われるまちを目指しましょう。  

（（７７））暮暮ららししややすすいい快快適適ななままちちづづくくりりををししよようう  

  高高齢齢社社会会やや人人口口減減少少社社会会のの中中でで、、誰誰ももがが快快適適にに暮暮ららししてていいくくたためめににはは、、ラライイフフススタタ

イイルルやや地地域域のの特特性性にに応応じじたた住住環環境境のの中中でで生生活活しし、、身身近近なな地地域域でで様様々々なな活活動動ががででききるるここ

ととがが重重要要でですす。。  

  

ア 多様化するライフスタイルや、地域の特性に応じた質の高い住環境と効率的な交 

 通体系が備わったまちを目指しましょう。  

イ 誰もが働きやすい就業の場と居住の場のほか、楽しみ、学び、憩いの場などが駅 

 を中心に近接するコンパクトなまちを目指しましょう。 

ウ 歴史的建造物や水・緑・文化などの地域の特性を反映しながら、都市の景観を守 

 り、住民自らが活発なまちづくりを展開しましょう。  

７ 

（（８８））地地球球ににややささししいい都都市市環環境境をを未未来来へへ引引きき継継ごごうう  

  地地球球環環境境にに配配慮慮ししたた質質のの高高いい都都市市環環境境をを創創造造しし、、未未来来へへ引引きき継継いいででいいくくたためめににはは、、

一一人人ひひととりりがが環環境境問問題題をを考考ええ、、行行動動すするるととととももにに、、様様々々なな主主体体がが協協働働ししてて取取りり組組むむここ

ととがが重重要要でですす。。  

  

ア 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進め、持続可能な循環型社会を目指しま 

  しょう。 

イ ヒートアイランド現象や地球温暖化などの環境問題に対して、省エネルギー行動 

 や、環境負荷の小さい新エネルギーの普及に向けた技術の開発と利用を進めましょ 

 う。 

ウ 海や川、緑地や公園などの水と緑に加え、多様な生物が生息できる豊かな自然環 

 境が身近にある、潤いのあるまちを目指しましょう。 

エ 農地を、農業生産の場として認識するとともに、防災、景観の保全、学習の場や、 

 自然環境の一部として多面的に活用しましょう。  
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（2）　横浜市中期計画 2022 ～ 2025
「横浜市中期計画 2022~2025」は令和 4（2022）年 12 月 23 日に策定した。計画期間は令和 4（2022）

年度から令和 7（2025）年度までの４年間としている。2040 年頃の横浜のありたい姿「共にめざす都市像」
の実現に向け、全ての政策分野の基軸に据える上位指針としての基本戦略「子育てしたいまち 次世代
を共に育むまち ヨコハマ」に加え、９つの戦略と 38 の政策等を取りまとめている。

9 つの戦略のうち本計画に関連するものとして、「戦略 5　新たな価値を創造し続ける郊外部のまち
づくり」の「政策 26　郊外部における多様な機能の誘導」、「戦略 6　成長と活力を生み出す都心・臨
海部のまちづくり」の「政策 29　活力ある都心部・臨海部のまちづくり」では「関内・関外地区の活
性化推進」と「魅力あふれる都市空間の形成」、「政策 30　市民に身近な文化芸術創造都市の推進」に
おいては「歴史と創造性を生かしたまちづくり」が掲げられている。

10

Ⅱ共にめざす都市像（めざす未来の具体像）

市 民 生 活
の未来 社会や時代の変化に適応しながら、あらゆる世代・多様な市民の皆様、

一人ひとりが自分らしく活躍でき、いきいきと安心して暮らすことのでき
る、そのような市民生活の実現を目指します。

暮らしやすく誰もが
WELL-BEING※を実現できるまち

都  市
の未来 これまでの歴史の中で、受け継いだ様々な価値と、新たに生み出す価

値を織り交ぜながら、常に変化し、独自の魅力を発信し続け、人と企
業が集う都市を目指します。

人や企業が集い、つながり、
新しい価値を生み出し続けるまち

都 市 基 盤
の未来 交通インフラ、脱炭素、環境保全、災害対策など、横浜での暮らしや

様々な活動を支え、持続可能な都市として発展・進化し続けるための強
い基盤づくりを目指します。

変化する時代・社会に適応し、市民生活や
都市を支える新しい在り方を実現し続けるまち

※ WELL-BEING：幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態のこと。

共にめざす都市像
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12

　「明日をひらく都市」を実現していくためには、明日をひらく都

市を「共にめざす」仲間を増やす必要があります。

　仲間とは、現在の横浜を支えてくださっている方々はもちろん

のこと、今後横浜市民になっていただく方、横浜で生まれる方、

横浜で働く方です。
　仲間を増やすために、「横浜で子育てしたい」と思っていただけ

るような、あらゆる策を講じる必要があります。

　計画では、「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハ

マ」を「基本戦略」に掲げて、「住みたい都市」「住み続けたい都市」

「選ばれる都市」となり、「明日をひらく都市を共にめざす仲間」を

増やしていきます。子育て世代を支援し、仲間を増やしていきな

がら、高齢者を支えていく等の好循環を創出していきます。

　
　また、「財政ビジョン」で掲げた「必要な施策の推進と財政の健

全性の維持」を実現していくためには、政策の優先順位付けも必

須です。そのため、「基本戦略」への貢献度が高い策を優先して実

行していくことと、「行政運営の基本方針」を踏まえた行政サービ

スの最適化（事業手法の創造・転換）をセットで進め、将来の横浜

市民を支える財源もしっかり確保していきます。

中期計画の全体像
共にめざす都市像

「明日をひらく都市 OPEN×PIONEER 2040 YOKOHAMA」に向けて
2040年
長期指針

2030年
中期指針

2025年
具体施策

共 に めざ す 都 市 像

明 日を ひらく都 市
OPEN×PIONEER 2040 YOKOHAMA

財政ビジョン 行政運営の基本方針

戦略6

戦略7 戦略9
戦略4

戦略5 

38の政策

テーマ04

まちの魅力・
ブランド力向上

テーマ03

生産年齢人口流入
による経済活性化

テーマ02

コミュニティ・
生活環境づくり

テーマ01
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政策 26｜ 人を惹きつける郊外部のまちづくり

戦
略
５
・
政
策

◉主な施策

1 鉄道駅周辺のまちづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

鉄道駅周辺の生活拠点の整備・誘導

主要な鉄道駅周辺では、市街地開発事業等により、駅前広場や歩行者空間等の整備・改善、商業・業務施設や都市型住宅、生活
利便施設などの機能の集積・更新を図りながら、個性ある生活拠点を形成します。また、規制誘導手法等を活用し、多様な働き方や
暮らし方を支える機能の誘導やにぎわいの創出など民間の活力を生かしたまちづくりを進めます。

直近の現状値 目標値

事業中４地区
完了３地区、事業中６地区
（４か年）

2 多様な主体と連携した持続可能な郊外住宅地再生の推進 主管局 建築局、都市整備局
施
策
指
標

持続可能な郊外住宅地の取組数

多様な世代が豊かに暮らし続けられるよう、郊外部において地域や民間事業者、大学等の多様な主体と連携し、生活支援機能の
確保、コミュニティの充実等を図るとともに、デジタル技術の活用や脱炭素化に資する取組の推進等を通じて、地域の課題解決や魅
力発信などに取り組みます。また、公共施設や民間施設の土地利用転換を契機とした、公民連携による地域の再生を進めます。

直近の現状値 目標値

7地区 9地区（４か年）

3 郊外部における多様な機能の誘導 主管局 建築局
施
策
指
標

用途地域等の見直し地区数

郊外住宅地の魅力向上に資する身近な農地、公園緑地、水辺、歴史などの地域資源を生かしたまちづくりや、日常生活を支える
サービスの充実、働く場や地域の居場所づくりなどを推進するため、時代に即した用途地域や特別用途地区、許可基準、風致地区
等や、まちづくりに関するルールの点検・見直し等を行い、多様な機能の誘導を図ります。

直近の現状値 目標値

― 90地区以上（４か年）

4 戦略的な土地利用の誘導・推進 主管局 政策局、建築局、
都市整備局、道路局 施

策
指
標

戦略的な土地利用にむけた検討

市街地の大規模な土地利用転換、鉄道駅やインターチェンジのインフラ整備、大学等の機能強化などの機会を捉え、緑や農地の
保全とのバランスを図りながら、都市計画マスタープラン等の改定とあわせて、市街化調整区域を含めた戦略的な土地利用誘導を進
めます。また、市内米軍施設跡地については、地権者等と連携しながら、周辺の都市基盤整備等も含め跡地利用を推進します。

直近の現状値 目標値

推進 推進

5 郊外部における新たな活性化拠点の形成 主管局 都市整備局
施
策
指
標

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業進捗

旧上瀬谷通信施設地区において、環境と共生した郊外部の新たな活性化拠点の実現に向け、土地区画整理事業等により農業基盤
や道路、公園などの都市基盤施設の整備を推進するとともに、大規模な土地利用の転換に伴う交通需要に対応するため、新たな交
通の導入に向けた検討と、周辺道路のネットワーク強化を進めます。

直近の現状値 目標値

事業化検討 事業中

6 国際園芸博覧会の開催に向けた取組の推進 主管局 都市整備局 施
策
指
標

国際園芸博覧会開催の市民認知度

博覧会の成功に向けて、「公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会」と連携し、博覧会の認知度向上、市民や企業等の参加意欲
の向上など機運醸成の取組を加速するとともに、会場周辺のインフラ整備や、快適で効率的な輸送システムを構築します。

直近の現状値 目標値

24.5％ 90％

政策 26　人を惹きつける郊外部のまちづくり
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政策 29｜ 活力ある都心部・臨海部のまちづくり

戦
略
６
・
政
策

◉主な施策
1 横浜駅・みなとみらい・東神奈川臨海部周辺のまちづくりの推進 主管局 都市整備局

施
策
指
標

①横浜駅周辺における開発事業
②東神奈川臨海部周辺における開発事業
③みなとみらい２１地区における開発事業横浜駅周辺（エキサイトよこはま２２）、みなとみらい２１、東神奈川臨海部周辺の開発などを通じて、国内外の多様なニーズに対応した、都心にふさわ

しい高度な商業・業務・居住機能等の集積を進めます。また、民間の街区開発と連携して計画的に基盤整備を進めるとともに、イベント開催時の混雑改善
に向けた先端技術の活用、エリアマネジメントの活性化による地区の魅力づくりや公民連携による大都市脱炭素化モデルの構築※に取り組みます。

※令和４年４月にみなとみらい２１地区が、環境省が実施する「脱炭素先行地域」に選定

直近の現状値 目標値
①事業中　②事業中
③事業中

①完了　②完了
③事業中

2 関内・関外地区の活性化推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

①関内駅周辺における開発事業
②北仲通地区における開発事業

開港以来の歴史・文化を生かしながら、新たな開発や企業集積等により、業務・ビジネスの再生やにぎわいと活力づくりを推進します。特に、「国際的な
産学連携」「観光・集客」をテーマとする関内駅周辺地区や新市庁舎を中心とする北仲通地区等の拠点づくりを実現するとともに、回遊性を高めるための基
盤整備に取り組みます。
また、横浜文化体育館の再整備等、スポーツによる地域活性化にも取り組みます。

直近の現状値 目標値
①事業中
②　―

①事業中
②事業中

3 新横浜都心のまちづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

新横浜駅南部地区のまちづくり

都心機能と周辺の自然環境や居住機能、集客施設等の相乗効果を発揮する計画的なまちづくりを進めます。そのため、新横浜都心のポテンシャルを生
かす将来のまちづくりビジョンを策定するとともに、地区計画等の規制誘導手法を活用し、業務、居住、商業等のバランスのとれた都心機能を誘導してい
きます。
また、地域とともに、横浜の玄関口にふさわしい新横浜駅を中心とした回遊性の強化と拠点づくりを進めます。

直近の現状値 目標値

推進 推進

4 京浜臨海部のまちづくりの推進 主管局 都市整備局 施
策
指
標

まちづくりの具体化へ向けた検討

国際競争力の強化や魅力向上に向け、「技術革新」「産業観光」を柱としたまちづくりを推進します。そのため、立地企業等と連携しながら、先進的な産
業技術拠点の形成や、脱炭素イノベーションの創出、各企業が持つ優れた技術を応用した魅力創出などに取り組みます。

直近の現状値 目標値
推進 推進

5 山下ふ頭再開発の推進 主管局 港湾局 施
策
指
標

再開発に向けた検討

山下ふ頭の持つ優れた立地と広大な開発空間を生かし、横浜経済をけん引するまちづくりを推進します。
市民や事業者の皆様からいただいた御意見等を踏まえ、地域の関係者・有識者等で構成される委員会で新たな事業計画案の検討を進めます。

直近の現状値 目標値
推進 推進

6 回遊性の向上と多様な主体の連携によるにぎわいづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

既存の交通モードと新たな移動サービスや観
光施設等との連携

地区内外における多様な交通手段と新たな移動サービスや観光施設等をつなぎ、楽しく快適に移動できる交通環境の充実を図ることで、回遊性を向上
させます。また、道路空間の機能向上やシェアサイクルの充実など、歩行者や自転車にとっても優しいまちづくりを推進します。加えて、エリアマネジメン
ト活動の広域的な実施、公共空間の再整備や演出・利活用、イベントの開催などにぎわいづくりを進めるとともに、市民や企業等と連携したまちの美化の
推進による快適な歩行者空間の形成、クルーズ旅客の受け入れ環境の整備などに取り組みます。

直近の現状値 目標値

推進 推進

7 魅力あふれる都市空間の形成 主管局 都市整備局 施
策
指
標

市内の景観に関する満足度

良好な景観形成やにぎわい創出のため、屋外広告物・景観制度の活用を推進するとともに、都心部から郊外部まで、地域の歴史・資源に光を当てた都
市空間の形成・活用など、都市デザインの総合調整を行い、横浜の個性と魅力を磨きます。

直近の現状値 目標値
76％（４か年平均） 78％（４か年平均）

95

政策 30｜ 市民に身近な文化芸術創造都市の推進

戦
略
６
・
政
策

◉主な施策

1 文化芸術を通じた次世代育成と共生社会実現に向けた取組 主管局 文化観光局
施
策
指
標

芸術文化教育プログラムへの子どもたちの参加者数

学校や文化施設において、子どもたちの創造性や感受性を育むための文化芸術体験等の次世代育成や、障害の有無・国籍・居
住エリア等にかかわらず、文化施設や身近な地域で、誰もが文化芸術に触れる機会を充実させます。

直近の現状値 目標値

12,823人/年 15,200人/年

2 文化芸術による街のにぎわいの創出と国内外への発信 主管局 文化観光局
施
策
指
標

アートイベントの来場者数

現代アートの国際展横浜トリエンナーレや、市民参加などによる多彩なアートイベント等を開催することで、横浜の魅力を国内外
へ発信し、プレゼンスの向上、にぎわいの創出を図り、文化芸術創造都市を推進します。

直近の現状値 目標値

18.2万人（４か年） 29.7万人（４か年）

3 歴史と創造性を生かしたまちづくり 主管局 文化観光局、都市整備局、
教育委員会事務局

施
策
指
標

港の夜景の演出参加施設数

創造界隈拠点などの歴史的建造物等を活用した魅力的なまちづくりを推進します。
あわせて、都心臨海部の景観を先端技術による光と音楽で演出するなど、横浜ならではの夜景をまちぐるみで創出します。
また、「横浜市文化財保存活用地域計画」に基づき、横浜に残る多様な文化財等の保存・活用を効果的に進め、市民の学びの
機会の充実を図ります。

直近の現状値 目標値

27施設/年 45施設/年

4 市民の文化芸術活動への支援と環境整備 主管局 文化観光局
施
策
指
標

文化施設の稼働率※

鑑賞、創作、体験、発表の機会の充実を図り、地域の活性化につながる文化芸術活動を支援します。
また、地域文化芸術活動の拠点となる区民文化センターは、未整備区を対象に、再開発等まちづくりの機会に合わせて、区内
公共施設の状況を踏まえ必要な機能の検討・整備を進めます。

直近の現状値 目標値

73％/年 80％/年

※所管する施設のうち、休館中の施設を除く平均稼働率

政策 29　活力ある都心部・臨海部のまちづくり市民に身近な文化芸術創造都市の推進

政策 30　市民に身近な文化芸術創造都市の推進
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（3）　横浜市都市計画マスタープラン
横浜市都市計画マスタープランは、平成 12 年（2000）1 月に初めて策定され、その後 10 年余りが

経過した。この間、横浜市基本構想（長期ビジョン）が策定され、それに伴い各分野別計画等の改定
も進んだ。今後人口減少社会の到来が予測されるなど、社会経済状況も変化しているため、それに合
わせ、平成 25 年（2013）改定を行った。横浜市基本構想（長期ビジョン）と合わせ、令和 7 年（2025）
を基本的な目標年次としている。

都市づくりの基本理念の一項目として「港、水・緑、歴史、文化など、横浜の持つ資産や環境を生
かしたまちづくり」を掲げている。都市づくりの目標の一つとして、「横浜らしい水・緑環境の実現と、
都市の魅力を生かしたまちづくり」を定めている。

部門別方針では、「d　都市の魅力の方針」として、「4-2（1）②歴史的建造物の保全、活用の推進」、
「4-2（2）③美しい港の景観形成」、「4-3(2) 地域の歴史や個性を生かしたまちづくりの推進」が掲げら
れている。また、「e　都市活力の方針」として、「5-3（2）観光資源の活用と機能強化」が掲げられて
いる。

68

第
４
章

第４章 部門別の方針 

7 つの「都市づくりの目標」と、それらの目標を実現するための「都市構造」と「部門別方針」の関係性
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第
４
章

４ 都市の魅力の方針 

102

第
４
章

５ 都市活力の方針 

部門別方針（4・5 抜粋）
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横浜らしい景観をつくる 10 のポイントと地域ごとの景観づくりの方向性

（4）　横浜市景観計画
平成 20 年（2008）4 月 1 日、景観法に基づく「横浜市景観計画」を施行し、令和 5 年（2023）1 月

15 日に一部変更した。横浜市の行政区域（地先公有水面を含む）（以下「横浜市全域」という。）を景
観計画区域としている。ただし、横浜市全域のうち、地区に応じた良好な景観を形成する地区（以下「景
観推進地区」 という。）を、関内地区、みなとみらい２１中央地区、みなとみらい２１新港地区、山手
地区としている。
「良好な景観形成の考え方」では、「横浜らしい景観をつくる 10 のポイント」を掲げている。また、「地

域ごとの景観づくりの方向性」を定めている。

 

 2 

２２  良良好好なな景景観観形形成成のの考考ええ方方  

広大な都市である横浜市において、「良好な景観」は場所により異なります。下に示す「横浜ら

しい景観をつくる 10 のポイント」と、地形や歴史、都市機能、計画上の位置づけ等から景観の特

徴で６つのエリアに分類した「地域ごとの景観づくりの方向性」を手がかりに、その場所ならで

はの景観の将来像を考え、良好な景観形成を図ります。また、景観推進地区においては、これら

に加えて地区ごとに示される方針を踏まえて良好な景観を形成します。 

 

【横浜らしい景観をつくる 10 のポイント】 

① 街の個性と調和の取れた魅力的な街並みの形成 

② 安全で快適な歩行者空間の景観づくり 

③ 歴史的景観資源の保全と活用による景観づくり 

④ 水と緑の保全・活用と創出による景観づくり 

⑤ 身近な生活空間での景観づくり 

⑥ 人々の交流や賑わいの景観づくり 

⑦ 街の個性を引き立たせる夜間景観 

⑧ 周囲に比べ、高さや大きさのある建築物の景観的工夫 

⑨ 屋外広告物の景観的配慮 

⑩ 想像力がかきたてられ、物語性が感じられる景観づくり 

 

【地域ごとの景観づくりの方向性】 

① 臨海部 

物流・生産機能の再編などの変化にあわせて、スケールの大きさを生かした景観づくりを進

めていきます。 

② 都心部 

多様な人々の交流や街の活力を生む横浜の顔として、都心臨海部と新横浜都心の二大拠点の景

観づくりを進めていきます。 

③ 高密度な既成市街地 

親しみのある街並みや高低差を生かした景観づくりを進めていきます。 

④ 郊外駅前及び周辺 

地域住民が街への誇りや愛着を深め、来街者と共に賑わうなど、様々な人との交流を生かした

景観づくりを進めていきます。 

⑤ 郊外住宅地 

年代や生活スタイルにあわせた、様々な街の使い方による身近な景観づくりを進めていきます。 

⑥ 水・緑と農のある郊外 

身近にある自然環境を実感できる、水・緑や農とのふれあいを通した景観づくりを進めていき

ます。 
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図名：
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通
り
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海岸教会

日本郵船ビル

赤レンガ倉庫

氷川丸

横浜外国人墓地

山手イタリア山庭園

ＪＲ関内駅

汽車道

日本大通り特定地区

大さん橋及び象の鼻周辺準特定地区

吉浜町周辺準特定地区

関内駅前特定地区

関内中央準特定地区

海岸通り準特定地区

馬車道周辺特定地区

北仲通り南特定地区

北仲通り北特定地区

関内西準特定地区

山下町特定地区
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ゾーン　境界線

計画図１の１

横浜市景観計画（関内地区）区域

横浜市景観計画区域（関内地区）

横浜市景観計画区域
（みなとみらい２１中央地区）

①臨港パーク

②
高島中央公園

グランモール公園

みなとみらい大通り沿道地区

①

①

①

①

②日本丸メモリアルパーク

横浜駅

桜木町駅 大
岡
川

み
な
と
み
ら
い
大
通り

帷子
川

国
道
１
号

【凡例】

壁面の位置の制限

景観重要公共施設

みなとみらい大通り沿道地区

建築物の高さ３１ｍ以上を超える部分
で道路境界線より４ｍ以上の壁面後退

みなとみらい２１中央地区内の全ての
道路法２条に基づく道路

景観重要都市公園
①グランモール公園
②高島中央公園

景観重要港湾施設
①臨港パーク
②日本丸メモリアルパーク

図名　：　計画図２
横浜市景観計画（みなとみらい２１中央地区）区域等

景観重要道路：

横浜市景観計画（関内地区）区域図

横浜市景観計画（みなとみらい 21 中央地区）区域図
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横浜市景観計画（みなとみらい 21 新港地区）区域図

横浜市景観計画（山手地区）区域図

みなとみらい２１新港地区内の全ての

港湾法第２条に基づく緑地、道路

みなとみらい２１新港地区内の全ての

道路法第２条に基づく道路

景観重要公共施設

　景観重要港湾施設

　景観重要道路

【凡例】

横浜市景観計画区域

（みなとみらい２１新港地区）

図名：計画図３の１

　　　横浜市景観計画（みなとみらい

　　　２１新港地区）区域等

赤レンガパーク
新港パーク

運河パーク

万国橋

新港橋

横浜港大さん橋
国際客船ターミナル

国際橋
新港中央広場

港湾３号線

港湾４号線

港湾６号線

新港１号線

臨　港　幹　線

新

港

３

号

線

新
港
２
号
線

汽車道

横浜ランドマーク
タワー

馬車道駅

日本大通り駅

女神橋

ハンマーヘッドパーク

新港ふ頭客船ターミナル
（横浜ハンマーヘッド）
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（5）　横浜市都心臨海部夜間景観形成ガイドライン
市民・事業者・行政それぞれが、夜間景観形成の方向性や演出方法に対する理解を深め、都心臨海

部の夜間景観をより魅力的にしていくために、令和 4 年（2022）7 月、「横浜市都心臨海部夜間景観形
成ガイドライン」を策定した。 

都心臨海部の夜間景観の方向性（1）「横浜らしい魅力ある夜間景観を作ります」では、「個性あるシ
ンボル」すなわちシンボルとなる建造物を、「横浜やエリアの個性の象徴として印象づけ、「港町・横
浜らしさ」を感じる夜間景観をつくる」としている。例えば、歴史的建造物の本来の色を尊重した照
明とすることを挙げている。方向性（2）「メリハリをつけ、魅力を増進します」では、空間的なメリ
ハリを意識し、エリア全体を一様に明るくするのではなく、エリアを部分的に明るくすることにより
その箇所を引き立たせたり、また特定の建物や通りの周辺は落ち着かせるなど、抑揚のある街並みと
なるよう配慮するとしている。例えば、歴史的建造物をライトアップし、敷地同士の光に強弱をつけ、 
シンボル性を演出していることを挙げている。 

方向性の関係図
9 

第３章 都心臨海部の夜間景観の方向性 

第２章で⽰した基本的事項を踏まえ、都⼼臨海部の夜間景観で⽬指すべき⽅向性を⽰します。 
 
１．夜間景観の方向性 

 

 

 

 

 

これまでもまちづくりの中で⼤事にしてきた“開港以来の歴史や⽂化といった横浜らしさや時代を先取る
先進性の共存” “歩いて楽しい横浜”を夜の光でも実現します。また、エリアごとの個性や賑わいが感じられ
る、魅⼒と品位のあるベーシックな夜間景観を整えていきます。 

その上で、都⼼臨海部のスケール感を⽣かし、多くの⼈を惹きつけるような創造性と活⼒あふれる特別な
夜間景観を、⼀定の品位を持ちつつ質⾼く進めます。⽇常の夜間景観とのコントラストを⾼めることで、互
いを引き⽴て合い、魅⼒的な夜の横浜を演出していきます。 

横浜全体で取り組んでいる SDGs の取組や脱炭素化についても、再⽣可能エネルギーの活⽤や省エネルギ
ー化等によって、積極的かつスマートに推進します。 

 
 
  

方向性の関係図 

 

 
 
 
 
 
 

①個性的で多様なエリア 
②横浜港を囲むリング状 

のつながり 
③複数ある内⽔⾯ 
④海・港に向かう軸線 
⑤個性あるシンボル 

 

方向性（１）横浜らしい魅力ある夜間景観を 
つくります  

都市の構造を 
浮かび上がらせる 

夜間景観 

方向性（２）メリハリをつけ、魅力を 
増進します 

方向性（３）安全・安心で快適な光による夜間の歩行環境をつくります 

 

特徴的な都市構造を生かして、 

「横浜らしさ」を感じられる常時の夜間景観を 

しっかりとつくります 

 

特別な夜間景観の演出により、 

「横浜らしさ」を様々な形で表現します 

 

空間的なメリハリを意識します 

 

時間的なメリハリを意識します 

方向性（１）-１ 

方向性（１）-２ 

方向性（２）-１ 

方向性（２）-２ 

都心臨海部の夜間景観の方向性 

クリエイティブ      エレガント 

Creative ＆ Elegant 
横浜の歴史や⽂化、エリアごとの個性が感じられるよう 

創造性に⽀えられた魅⼒と活⼒、品位ある⾼質な夜間景観 



｜ 131

既存計画（上位・関連計画）

10 

方向性（１）横浜らしい魅力ある夜間景観をつくります 

 
 
 

都⼼臨海部の景観は、第２章２．都⼼臨海部の特徴のうち「都市構造」で⽰したとおり、これまでの歴史
ではぐくまれてきた都市基盤が層状に重なり合って形成されています。これらの都市の構造を意識した演出
⽅法の⼯夫をすることで、歩⾏空間や展望台、海上などから⾒たときに横浜らしさを感じられる夜間景観を
つくり出します。 

近景においては、歩⾏空間やエリアが持つ特⾊を楽しめ、中景においては、対岸や内⽔⾯越しの街並みや
エリアごとに異なる夜間景観を楽しむことができます。また遠景においては、それらの重なりにより横浜ら
しさを感じることができます。新たな開発や⼟地利⽤の計画をする際にも、この都⼼臨海部の都市構造の⼀
部を担うということを意識し、様々な場所からの⾒え⽅を検討することが重要です。 
 
 
 これまでの各エリアの景観づくりの考え⽅を継承し、エリアが持つ特⾊に合わせてふさわしい夜間景

観の演出を⾏い、エリアのまとまりや特徴を際⽴たせます。 
 また、それによりエリアごとの違いがはっきりすることで、お互いの個性を引き⽴たせ合い、多様な

街の集合体としての横浜を浮かび上がらせます。 
 

  

 

 

  

 

特徴的な都市構造を生かして、「横浜らしさ」を感じられる 

常時の夜間景観をしっかりとつくります 
方向性（１）-１ 

赤色をアクセントに暖色系、鮮やかな照明で賑やかさを演出

（横浜中華街） 

高層の集合住宅のあかりによる落ち着いた夜間景観 

（ヨコハマポートサイド地区） 

横浜赤レンガ倉庫を中心とした落ち着きのある演出 

（みなとみらい２１新港地区） 
多種多様な照明が混在し賑わいが生まれている 

（横浜駅西口周辺） 

構造❶ 個性的で多様なエリア ⇒ エリアのまとまりと、エリアごとの違いが引き立つ夜間景観をつくる 

12 

 
 
 シンボルとなる建造物は、その特徴を効果的に魅せる照明の⼯夫などにより、昼とは異なる形で横浜

やエリアの個性を印象づけます。 
 

  

 
 

  
 

  

PHOTO by Hideo MORI 

PHOTO by Hideo MORI PHOTO by Hideo MORI 

シンボルとなる建築物等の昼と夜の見え方の変化（横浜マリンタワー、氷川丸） 

歴史的建造物の本来の色を尊重した照明（横浜赤レンガ倉庫） 海に映える寒色系の照明（横浜ベイブリッジ） 

構造❺ 個性あるシンボル ⇒ 横浜やエリアの個性の象徴として印象づけ、「港町・横浜らしさ」を 
感じる夜間景観をつくる 

14 

方向性（２）メリハリをつけ、魅力を増進します 

 
 
 エリア全体を⼀様に明るくするのではなく、エリアを部分的に明るくすることによりその箇所を引き

⽴たせたり、また特定の建物や通りについて際⽴たせたい箇所は照らし、その周辺は落ち着かせるな
ど、空間的なメリハリをつけることで、抑揚のある街並みとなるよう配慮します。  

  

 
  
 
 
 横浜らしい常時の夜間景観とイベント時の特別な演出を、どちらもより楽しめるようにするために、

常時は落ち着きある夜間景観とするとともに、特別演出の頻度や期間・演出時間については限定的に
するなど、イベント時の特別感を⾼めるように配慮します。 

 季節に合わせて照明の⾊や強さを変えることや、イルミネーションイベントの実施等、⽇常の中にも
時間の変化を感じられる夜間景観についても積極的に誘導していきます。  

   

 
 

  

時間的なメリハリを意識します 

空間的なメリハリを意識します 方向性（２）-１ 

方向性（２）-２ 

来街者を迎えるゲート空間として建物の正面を際立たせ、 

それ以外の部分は落ち着いた光とし、メリハリのある 

照明としている（村田製作所みなとみらいイノベーションセンター） 

歴史的建造物をライトアップし、その周辺では控えめな 

照明とすることで、敷地同士の光に強弱をつけ、 

シンボル性を演出している（横浜郵船ビル） 

季節に合わせたイルミネーション 

（ベイクオーター） 

建物壁面を利用したイベント時の 

プロジェクションマッピング 

（ピカチュウ大量発生チュウ！／2018.8） 

河川の護岸を利用したイベント時の 

プロジェクション 

（ヨルノヨアートクルーズ） 

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

インナーハーバーのスケール感を生かした時間限定の特別演出 

（ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION-） 

撮影：（一社）神奈川県ドローン協会 
提供：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会 

夜間景観の方向性（1）ｰ 1、構造⑤

夜間景観の方向性（2）ｰ 1
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16 

 
２．魅力ある夜間景観により実現したいこと 

魅⼒ある夜間景観の創出は、横浜の街そのものの魅⼒を向上させ、夜間の滞在⼈⼝の増加にもつながりま
す。市⺠・事業者・⾏政が⽬標を共有し、それぞれの取組が連携しながら、様々な⼿法で夜間景観を魅⼒的
にしていくことが重要です。 

 

２-１．昼と夜の異なる顔で、横浜の景観を二度味わえる街 
 

光の特性を⽣かし、特徴的な建物を際⽴たせることや、複数の建物を同じ⾊でライトアップしてまとまり
として⾒せることなどにより、昼は多くの建物に埋もれて⾒えなかった個性が顕在化し、あるいは同じ建物
でも異なる⾒え⽅になります。昼とは異なる街の表情をつくることで、昼だけでなく夜も滞在したくなる街
を⽬指します。 
 

  

 
 
２-２．非日常を楽しめる街 

 
光を主体とする夜間景観の演出は、照らす対象となるものを改変することなく、普段とは異なる街の新し

い表情をつくることができます。期間限定のイベントなど、普段とは異なる⾮⽇常の体験を創出することで、
市⺠や就業者が街の変化を楽しめ、来街者が何度も訪れたくなるような街を⽬指します。 
 

  

 

 

  

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

昼と夜の建物の見え方の変化（横浜市開港記念会館） 

日常と非日常の建物の見え方の変化（横浜美術館） 

（左：通常時 右：ピカチュウ大量発生チュウ！／2018.8） 

魅力ある夜間景観により実現したいことでは、「昼と夜の異なる顔で、横浜の景観を二度味わえる街」、
「横浜を象徴する “いつもの” 景色がある街」が関連深い。前者は光の特性を生かすことで、昼とは異
なる街の表情をつくり夜も滞在したくなる街を目指すとしている。後者は、全体としてまとまりのある、
横浜らしい印象的な「いつもの」景色を形成し未来にわたって維持していくとしている。

18 

２-４．夜間も安全・安心かつ快適に楽しめる街 
 

照明は、⾜元や⾏先を照らし、夜間の歩⾏や移動の助けとなるものです。さらに、平坦な地形の都⼼臨海
部においては、歩⾏空間⾃体が周囲の夜間景観を眺める視点場となります。安全・安⼼に移動できるととも
に、周囲の夜間景観を楽しむことができるよう、快適で落ち着いた歩⾏空間の照明環境を整え、夜間の回遊
性向上につなげます。 
 

  

 
 

２-５．横浜を象徴する“いつもの”景色がある街 
 

市⺠にとっては、旅⾏先から帰ってくる際に⾒るとホッとするような、また来街者にとっては、⼀度⾏っ
てみたい・また⾏きたいと思えるような、全体としてまとまりのある、横浜らしい印象的な「いつもの」景
⾊を形成し、未来にわたって維持していきます。 
 

 

  

歩行空間のフットライト照明（汽車道） 連続するポール灯（象の鼻パーク） 

歴史的建造物である横浜赤レンガ倉庫と近未来的な高層ビルが融合した横浜らしい“いつもの”夜間景観 

PHOTO by Hideo MORI 

魅力ある夜間景観により実現したいこと（2-1、2-5 抜粋）
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（6）　横浜市文化財保存活用地域計画
横浜市における文化財の保存・活用の基本的な方向性や取組を可視化し、多様な主体が連携して文

化財の保存・活用の取組を計画的、継続的に推進するため、令和元年（2019）に策定された神奈川県
文化財保存活用大綱を勘案し、文化財保護法に基づく「横浜市文化財保存活用地域計画」が令和 6 年

（2024）に認定された。
本計画では、文化財の「保存」と「活用」が対立するものではなく、相互に効果を及ぼしながら好

循環を実現することを基本的な考えとし、「まもる」、「いかす」、「つながる」の３つの姿を目指す姿と
して設定している。この３つの姿の実現に向けて、３つの方針に基づく 12 の施策を展開していくとと
もに、横浜の歴史文化の特徴から、市域の文化財を９つのストーリーと４つの区域によって一体的に
捉え、横浜の歴史文化の魅力や価値をさらに高めるための取組も進めていく。

策定を契機に、横浜市の文化財の保存・活用に関する課題や方向性を、文化財の所有者をはじめ、行政、
市民の皆様、関係団体、専門機関等と共有し、ともに連携しながら取り組むとともに、子どもから大
人まで幅広い世代の市民に、横浜の歴史文化に触れていただく機会や参画の機会が増え、これまで受
け継がれてきた横浜の歴史文化を、地域社会総がかりで、次世代に継承していくことを目指している。

（策定検討中：令和６年６月時点）
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２節　本計画で目指す３つの姿

[図４－１]　本市における保存・活用のイメージ

本計画では、「まもる」、「いかす」、「つながる」の３つの姿を共有しながら取組を進め、多

様な主体がともに連携しながら、横浜の歴史文化を次世代に継承していきます。

「まもる」は、横浜の歴史文化が市民に受け継がれ、大切に守られている姿、「いかす」は、

多様な主体により、様々な視点で文化財が生かされている姿、「つながる」は、文化財を核と

して、多様なコミュニティやつながりが生まれている姿とします。

[図４－2]　目指す姿

横浜の歴史文化が市民
に受け継がれ、大切に
守られている姿

まもるまもる

文化財を核として、多様
なコミュニティやつながり

が生まれている姿

つながるつながる

多 様 な 主 体 に よ り、
様々な視点で文化財が
生かされている姿

いかすいかす

横浜の歴史文化の次世代への継承

地域への愛着醸成

新たな魅力の発見

活用保存

コミュニティ形成･多世代交流

賑わいの創出

学び、触れる機会の増加
良好な景観形成

文化財

横浜市における保存・活用のイメージ
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「まもる」「いかす」「つながる」の３つの目指す姿の実現
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関連⽂化財群 市域に広がる多種多様な⽂化財を⼀体的に捉えた、
歴史⽂化の特徴に基づく９つのストーリーを設定

開港を機に、国内外から多くの⼈々が移り住んだ。外国⼈居留地には各国の商館が並び、⼭
⼿は居留外国⼈の住宅地として発展した。それにより、海外の芸術・⽂化は、様々な「ものの
はじめ」として横浜から国内に広まった。

１．海と川とともに暮らした先史から古代の⼈々
東京湾に⾯し、市域に河川がめぐる地形により、先史から古代の⼈々は、海や川とともに暮ら

した。海岸線の変化や稲作の始まりにより、暮らす場所や様式も変化し、その様⼦は市域で発⾒
された数々の遺跡から伺える。

２．武家社会下の交易・交通と⽂化〜
横浜市域は、12〜19世紀まで続く武家社会において、常に政治や経済の中⼼に近接する位置に

あった。湊や街道に多くのものや⼈が⾏き交い、経済や⽂化などが発展した。

3．横浜開港－国際貿易港のあゆみ－
⽇⽶和親条約の締結地となった横浜村は、幕末の開港をきっかけに、国際貿易港として急速な

発展を遂げた。横浜港は、国内外の⼈・もの・⽂化が⾏き交う⽇本の⽞関⼝となり、様々な海外
の⽂物がもたらされ、横浜写真、眞葛焼に代表される横浜焼などの⼟産物や⼯芸品も、海外へ
渡っていった。
４．シルクがもたらした繁栄
開港以降、明治期を通じ、⽣⽷が横浜の輸出業を⽀え、周辺の郡部では、養蚕や製⽷が盛んに

⾏われるようになった。⽣⽷貿易は横浜発展の⼤きな原動⼒となり、財を成した実業家たちは、
横浜の政治・経済・⽂化の各⽅⾯で影響⼒をもった。
5．コスモポリタン都市－⽂化の交差点－

幕府の居留地改造計画で実現した⽇本⼤通りや横浜公園、⽇本初の鉄道開業や近代⽔道の創
設、フランス⼈実業家ジェラールが製造販売した煉⽡・⻄洋⽡など、国内の他都市に先⾏して
近代技術が導⼊された。

6．近代都市を⽀えたインフラストラクチャー

7．焼け跡から⼆度よみがえった都市
横浜は、⼆度にわたる災禍を乗り越え発展した。関東⼤震災後は、震災復興事業と⼤横浜建設

事業により現在の都市の⾻格が作られた。終戦後の復興は、占領軍の接収により⼤きく遅れるが、
徐々に解除され、防⽕帯建築や公共施設が整備された。
８．⾕⼾・⾥⼭と横浜の原⾵景
市域には、「⾕⼾」と呼ばれる地形があり、古くから農業が営まれ、多様な⽣き物が⽣育・

⽣息する環境が⽣まれた。⼈と⾃然が関わる⾕⼾の環境は「⾥⼭」と呼ばれ、横浜の歴史⽂化
を伝える貴重な環境であり、昔の⺠家や⽣活⽤具も、当時の暮らしを今に伝えている。

９．地域が育む祭礼・⾏事
市域には、⼈々が神や仏に対して豊作、⼤漁、厄災除け等を祈願する様々な祭礼や⾏事が伝え

られている。また、時代を超えて受け継がれてきた神仏を敬う意識は、社寺境内の⾃然を保護す
ることにつながり、市域には古⽊や樹叢が伝えられている。

関連文化財群
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文化財保存活用区域
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既存計画（上位・関連計画）

（7）　横浜市水と緑の基本計画
「横浜市水と緑の基本計画」は、水と緑に関する基本理念と将来像を定め、それを実現するための推

進計画や推進施策をまとめた計画として、「横浜市水環境計画」、「水環境マスタープラン」及び「横浜
市緑の基本計画」を統合し、平成 18 年（2006）に策定された。計画策定からおよそ 10 年が経つこと
を契機に、平成 28 年（2016）6 月に計画内容を一部改定した。 

横浜らしい魅力ある水・緑環境では、古民家などがある公園などでは地域の歴史文化を伝える活動
が行われていること、市内に残る数少ない里山は土地所有者やさまざまな市民活動によって支えられ、
横浜の歴史と文化を伝える貴重な環境となっていること、また、わが国最初の洋式庭園である山手公
園や、外国人居留地であった港の見える丘公園、関東大震災からの復興で生まれた山下公園など、歴
史とともに育まれてきた公園が多くあり、全国から多くの人々が訪れていることを挙げている。また、
多面的な機能では、水・緑環境には良好な景観を形成する景観形成機能や、地域の歴史や風土、文化
を伝える環境教育機能を持っているとしている。 

本計画で目指す水と緑の目標像「多様なライフスタイルを実現できる水・緑豊かな都市環境」（令和
7 年（2025））では、都市の姿において、「開港以来の歴史や文化とともに、豊かな水と緑が育まれて
います」としている。 

計画の目標第 3 章

横浜の良好な環境を維持し未来に伝えるため、水と緑の果たしている役割を十分に踏まえ、

水 ･緑環境に対する市民の意識・期待を反映した、計画の基本理念を「横浜らしい水・緑環境
の実現」とし、市民・事業者・行政の連携・協働により実現していくこととします。

本計画が目指す水と緑の目標像を「多様なライフスタイルを実現できる水・緑豊かな都市環

境」（目標年次：2025（平成 37）年）とします。

1.	 基本理念

2.	目標像

多様なライフスタイルを実現できる水・緑豊かな都市環境

都市の姿

市民の姿

○水や緑との様々な関わりが深まっています
・多様な世代が水や緑と関わり、生活の楽しみを広げています。
・水や緑が市民により支えられ、育まれています。
・多様な交流が水や緑により生まれています。
・市民が水や緑と関わることで新たな文化が生まれています。

○緑が市街地に引き込まれています
・緑の10…大拠点では、まとまりのある緑が保全され、
市街地では身近な公園など緑の拠点が増えています。

・森と丘と海をつなぐ水や緑の軸により、ネット
ワークが形成されています。

・緑が適切に管理され、市民生活の安全にも寄
与しています。

○健全な水循環が回復しています
・水源の緑、谷戸が保全されています。
・流域の貯留・涵養機能が回復しています。
・河川などの水量・水質が回復しています。
・海域の水質が回復しています。
・大雨への備えが進んでいます。

○地域の中で農のある暮らしが息づいています
・魅力ある農景観が保全されています。
・地産地消が進み、市内産の農畜産物が食卓を
賑わしています。
・農とふれあう場が充実しています。

○都心臨海部に水と緑が増え魅力が高まっています
・開港以来の歴史や文化とともに、豊かな水と緑
が育まれています。
・魅力ある水と緑の空間が創出され、賑わいが
生まれています。

○多様な生き物が生育・生息できる環境が形成
されています

・生き物の生育・生息環境の保全・回復が図られ、
エコロジカルネットワークが形成されています。

○風が都市に引き込まれています
・河川沿いに涼やかな風が流れています。
・ヒートアイランド現象が緩和されています。

45

３-
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・
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像

目標像
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⑦ 小柴・富岡地区（約 600ha）

旧海岸線沿いの緑や史跡など歴史的資産を保全し、農・海とのふれあいの場やレクリエーショ

ンの場として活用します。

取組方針 主な水と緑の拠点
（2014（平成 26）年度末実績及び事業計画）

・海の公園、野島公園、八景島、平潟湾を連続した海洋性レク
リエーション及び環境啓発の拠点として整備します。
・

・

・富岡総合公園、富岡八幡公園、長浜公園周辺の樹林地を保
全します。
・（仮称）小柴貯油施設跡地公園は、自然環境や地形をいかし
つつ、緑や環境に係る活動、体験、学習の場などとして整備
します。
・生物多様性の保全や自然を楽しむ場づくりを行う「横浜つな
がりの森」構想を推進します。
・せせらぎ緑道を緑道機能に配慮した快適な水辺空間として維
持・保全し、市民が水辺にふれあう場として活用します。

＜水路・水辺拠点等＞
・せせらぎ緑道（富岡川1.2km）

＜樹林地等＞
・市民の森（称名寺10.7ha、（仮称）富岡東三丁目1.4ha）
・特別緑地保全地区（柴・長浜1.3ha）

＜農地＞
・農業専用地区（柴17.4ha）
・柴シーサイドファーム（2.5ha）
・柴シーサイド恵みの里
・農用地区域（10.1ha）

＜公園等＞
　・（仮称）小柴貯油施設跡地公園（55.6ha：計画区域含む）
・富岡総合公園（21.9ha）
・長浜公園（15.4ha）
・海の公園（47.0ha）
・野島公園（17.5ha）
・長浜野口記念公園（1.1ha）
・金沢緑地（15.2ha）
・港湾緑地（八景島を除く）（6.3ha）
・八景島（24.0ha）
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特別緑地保全地区や市民の森などの緑地保全制度に基づく
指定や、公園整備などにより、称名寺などの歴史的な資産
と一体となった社寺林の緑地などを保全・活用します。
柴シーサイドファームを中心とした恵みの里で市民と農と
のふれあいを進めます。

本計画第４章で定められる水・緑環境の保全と創
造の推進計画ではでは、3 つの推進計画を定めてい
る。このうち、推進計画「拠点となる水と緑、特
徴ある水と緑をまもり・つくり・育てます」の「緑
の 10 大拠点の水と緑をまもり・育てます」では、
地域ごとの特性をいかしながら優先的に整備・保
全する「緑の 10 大拠点」を位置付けている。特に
⑦小柴・富岡地区では、「旧海岸線沿いの緑や史跡
など歴史的資産を保全し、農・海とのふれあいの
場やレクリエーションの場として活用します。」 と
している。 

⑦ 小柴・富岡地区（約 600ha）

旧海岸線沿いの緑や史跡など歴史的資産を保全し、農・海とのふれあいの場やレクリエーショ

ンの場として活用します。

取組方針 主な水と緑の拠点
（2014（平成 26）年度末実績及び事業計画）

・海の公園、野島公園、八景島、平潟湾を連続した海洋性レク
リエーション及び環境啓発の拠点として整備します。
・

・

・富岡総合公園、富岡八幡公園、長浜公園周辺の樹林地を保
全します。
・（仮称）小柴貯油施設跡地公園は、自然環境や地形をいかし
つつ、緑や環境に係る活動、体験、学習の場などとして整備
します。
・生物多様性の保全や自然を楽しむ場づくりを行う「横浜つな
がりの森」構想を推進します。
・せせらぎ緑道を緑道機能に配慮した快適な水辺空間として維
持・保全し、市民が水辺にふれあう場として活用します。

＜水路・水辺拠点等＞
・せせらぎ緑道（富岡川1.2km）

＜樹林地等＞
・市民の森（称名寺10.7ha、（仮称）富岡東三丁目1.4ha）
・特別緑地保全地区（柴・長浜1.3ha）

＜農地＞
・農業専用地区（柴17.4ha）
・柴シーサイドファーム（2.5ha）
・柴シーサイド恵みの里
・農用地区域（10.1ha）

＜公園等＞
　・（仮称）小柴貯油施設跡地公園（55.6ha：計画区域含む）
・富岡総合公園（21.9ha）
・長浜公園（15.4ha）
・海の公園（47.0ha）
・野島公園（17.5ha）
・長浜野口記念公園（1.1ha）
・金沢緑地（15.2ha）
・港湾緑地（八景島を除く）（6.3ha）
・八景島（24.0ha）
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２

特別緑地保全地区や市民の森などの緑地保全制度に基づく
指定や、公園整備などにより、称名寺などの歴史的な資産
と一体となった社寺林の緑地などを保全・活用します。
柴シーサイドファームを中心とした恵みの里で市民と農と
のふれあいを進めます。

(1)　緑の 10 大拠点の水と緑をまもり・育てます

市内を流れる河川の源・上流域、中流域には、まとまりのある樹林地や農地、湧水や水辺な

ど多様な自然や里山景観が残されており、生き物の生育・生息環境としても重要であることか

ら、それらの緑を「緑の 10 大拠点」として位置付け、地域ごとの特性をいかしながら優先的

に保全・活用し、次世代に継承していきます。

また、市民の森や公園、市民利用型農園や親水空間などの水・緑環境を連携させて整備・保

全し、様々なレクリエーションや健康づくりのための空間の整備を進めるほか、地域にふさわ

しい緑化を推進します。

整備・保全された水・緑環境は、多様な生き物の生育・生息環境となるように、市民と連携

し、管理を行うとともに、各拠点の特性をいかしながら、市民のレクリエーションの需要を満

たす空間として活用します。また、自然観察や農体験による環境学習や樹林地の保全活動など

を行う人材育成の場としても活用します。

　①　こどもの国周辺地区

　②　三保・新治地区

　③　川井・矢指・上瀬谷地区

　④　大池・今井・名瀬地区

　⑤　舞岡・野庭地区

　⑥　円海山周辺地区

　⑦　小柴・富岡地区

　⑧　都田・鴨居東本郷・菅田羽沢

　　　周辺地区

　⑨　上飯田・和泉・中田周辺地区

　⑩　下和泉・東俣野・深谷周辺地区

2.	拠点となる水と緑、特徴ある水と緑をまもり・つくり・育てます
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緑の 10 大拠点

小柴・富岡地区の取組方針とエリア図
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既存計画（上位・関連計画）

また、推進計画「海をのぞむ丘の軸の水と緑をま
もり、海と人とのふれあい拠点をつくり・育てます」
では、市民などが憩いながら、港の活動を含む海
の活動を楽しみ、海を身近に感じられる空間「海と
人のふれあい拠点」を位置付けている。この取組
方針において、「これまでの都心臨海部の歴史をい
かしながら、横浜の魅力を高める象徴的な緑の創
出やその維持管理・活用を図ります」と定めている。

取組方針 主な水と緑の拠点
（2014（平成 26）年度末実績及び事業計画）

・…市民をはじめ訪れた人々が憩い、海を身近に感じら
れる空間としての公園・緑地を整備するとともに、
海からの視点に配慮した景観上の緩衝帯としても活
用します。
・…内港地区から山下ふ頭の臨海部では、赤レンガ倉庫
や大さん橋、象の鼻パークなど、水際線に連続する
緑地の活用を進めます。また、ふ頭などにおける機
能、土地利用転換の機会をとらえ、これまでの都心
臨海部の歴史をいかしながら、横浜の魅力を高める
象徴的な緑の創出やその維持管理・活用を図ります。
・…横浜ベイサイドマリーナや八景島、海の公園などの
拠点では、その特性をいかし、市民が海辺に親しみ、
学ぶ場や海洋性レクリエーションの機会を創出しま
す。

＜末広地区＞
　・末広水際線プロムナード
＜大黒ふ頭先端緑地＞
　・大黒ふ頭先端緑地
　・大黒海づり施設
＜内港地区～山下ふ頭地区の臨海部＞
　・山下公園
　・臨港パーク
　・赤レンガパーク
　・日本丸メモリアルパーク
　・新港パーク
　・運河パーク
　・汽車道
　・大さん橋ふ頭緑地
　・象の鼻パーク
　・（仮称）山内臨海緑地（計画）
　・（仮称）山下ふ頭緑地（計画）
＜横浜港シンボルタワー＞
　・横浜港シンボルタワー
　・本牧海づり施設
＜掘割川河口周辺＞
　・磯子・海の見える公園
＜杉田臨海部＞
　・（仮称）杉田臨海緑地（計画）
＜横浜ベイサイドマリーナ地区＞
　・横浜ベイサイドマリーナ
　・…（仮称）白帆緑地（計画）
＜海の公園・八景島周辺＞
　・海の公園
　・野島公園
　・八景島

■海と人とのふれあい拠点
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■海をのぞむ丘の軸・海と人とのふれあい拠点位置図
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公園・緑地

樹林地

農地

河川の軸

海と人との
ふれあい拠点

0 5km

海をのぞむ丘の軸

京浜の森づくり
対象地域

±

末広地区

内港地区～
山下ふ頭の臨海部

海の公園・
八景島周辺

杉田臨海部

横浜ベイサイド
マリーナ地区

堀割川
河口周辺

横浜港
シンボルタワー

大黒ふ頭
先端緑地

京浜の森づくり
対象地域

野毛山・掃部山の丘

高島台の丘

根岸・本牧の丘

末広地区

小柴・富岡の丘

内港地区～
山下ふ頭の臨海部

海の公園・
八景島周辺

杉田の丘

杉田臨海部

（仮称）小柴貯油施設跡地公園（計画区域含む）（仮称）小柴貯油施設跡地公園（計画区域含む）

横浜ベイサイド
マリーナ地区

岡村・久良岐の丘

堀割川
河口周辺

山手の丘

横浜港
シンボルタワー

大黒ふ頭
先端緑地

京浜の森づくり
対象地域

白幡の丘

子安台の丘
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海をのぞむ丘の軸・海と人とのふれあい拠点

海と人とのふれあい拠点の取組方針
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４章　歴史的風致の維持及び向上に関する方針

推進計画「水と緑により都心臨海部の魅力づくりを進めます」では、「新たなにぎわいを創出するた
め、山下公園と一体となった山下ふ頭の緑地整備を地区の歴史を継承し進めるとともに、山手周辺の
西洋館など街の歴史的資産とのつながりをいかして、国際観光都市としての魅力を高めていきます。」、

「野毛山・掃部山の丘については、その歴史性を踏まえながら、緑を維持・保全します。山手の丘では、
山手地区景観風致保全要綱により地域の協力を得ながら開港以来の歴史性をいかした緑の保全と活用
を進めます。」 、「大岡川では神奈川県と本市が共同で進めている「横浜市地区かわまちづくり」により、
水辺拠点の整備などを推進し、歴史の面影を残しつつ川沿いの景観を美しく整え、水面・花見・ 緑陰・
紅葉・魚影などの河川と街並みの風情を楽しめる憩いの場を整備していきます」 としている。

・…大岡川では神奈川県と本市が共同で進めている「横浜市地区かわまちづくり」により、水

辺拠点の整備などを推進し、歴史の面影を残しつつ川沿いの景観を美しく整え、水面・花見・

緑陰・紅葉・魚影などの河川と街並みの風情を楽しめる憩いの場を整備していきます。

■都心臨海部及び周辺の水・緑づくり対象エリア

高島の丘高島の丘

赤レンガパーク赤レンガパーク

大さん橋大さん橋

象の鼻パーク象の鼻パーク

山下公園山下公園

港の見える丘公園港の見える丘公園外国人墓地外国人墓地

山手の丘山手の丘

元町公園元町公園

山手公園山手公園

山手イタリア山公園山手イタリア山公園

石川町駅石川町駅

横浜公園横浜公園大通り公園大通り公園
関内駅関内駅

開港広場開港広場
日本大通り日本大通り野毛山野毛山

桜木町駅桜木町駅

掃部山掃部山

グランモール公園グランモール公園

横浜駅横浜駅

臨港パーク臨港パーク

プロムナード等
開港の道
東横線地下化跡地
河川の軸
都市公園等
海をのぞむ丘
風致地区
都心臨海部
レクリエーション等活性化水域
自然的環境を整備又は保存する区域

プロムナード等
開港の道
東横線地下化跡地
河川の軸
都市公園等
海をのぞむ丘
風致地区
都心臨海部
レクリエーション等活性化水域
自然的環境を整備又は保存する区域

みなとみらい21地区みなとみらい21地区

横浜駅周辺地区横浜駅周辺地区

東神奈川臨海部
周辺地区
東神奈川臨海部
周辺地区

関内・関外地区関内・関外地区

山下ふ頭周辺地区山下ふ頭周辺地区

野毛山・
掃部山の丘
野毛山・
掃部山の丘

凡　　例
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都心臨海部及び周辺の水・緑づくり対象エリア 
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既存計画（上位・関連計画）

推進計画「緑豊かな市街地を形成します」では、「地域のシンボルとなる歴史・文化を育む緑の拠点
となるよう産業遺構や歴史的建造物など地域の歴史的な資産を活用した公園を整備・活用します。」と
している。また、推進計画「水・緑環境に関わるきっかけづくりを進めます」では、「古民家や西洋館
などの歴史的資産について、市民による管理運営や市民や NPO、事業者などの協力による利活用を通
して、その魅力を多くの市民へ伝えていきます。」としている。 

推進計画に基づき、「樹林地」、「農地」、「公園」、「緑化」、「水循環」、「水辺」の分野ごとに推進施策
を定めている。公園の整備・維持管理・経営では、「周辺の都市施設や市民の森などの樹林地などとの
整合を図りながら、地域の文化財や社寺などの歴史的資産などにも配慮して、公園を配置します。」、「地
域の歴史や文化、風致景観、自然環境をいかした公園や、農体験の場となる公園など、 特色ある公園を
整備します。」 、「公園整備から長期間が経過し、周辺の環境が変化した公園は、地域の原風景となるシ
ンボルや歴史を尊重しながら、地域のニーズを踏まえて、再整備や機能の再編、施設の集約化を行い
ます。」 と定めている。特殊公園は「史跡や歴史的建造物を保存活用した歴史公園、良好な風致や特徴
的な景観を有する風致公園、こども植物園などの生き物に親しみ学ぶことのできる動植物公園、良好
な農景観を有する農業公園、墓園など、その目的に則し配置します。」と定めている。

水辺の保全・創造・管理では、「学校、公園、歴史的建造物、土木遺産など、周辺環境との調和を図っ
た水辺の整備を進め、地域の魅力づくりに努めます。」と定めている。このうち主な施策「歴史的橋梁
の保全」では、関東大震災の復興事業として整備された「震災復興橋梁」など歴史的橋梁を保全する
としている。 

② 整備

・…市民の身近な場所に、地域コミュニティ形成の場としても機能し、日常的なレクリエーショ

ンの場となる公園を整備し、快適な住環境を実現します。

・…本格的なスポーツ競技に対応した、公式施設を備えた公園や、身近なところでスポーツを

楽しむことができ、幅広い年齢層が体力などに応じて健康づくりができる公園などを整備

します。

・…地域の歴史や文化、風致景観、自然環境をいかした公園や、農体験の場となる公園など、

特色ある公園を整備します。

・…開発行為や市街地開発事業などの面的整備事業に伴い、オープンスペースの確保など、市

街地において必要な機能をもった公園を確保します。

・…公園整備から長期間が経過し、周辺の環境が変化した公園は、地域の原風景となるシンボ

ルや歴史を尊重しながら、地域のニーズを踏まえて、再整備や機能の再編、施設の集約化

を行います。

・…市の防災計画で広域避難場所、いっとき避難場所、避難路、緩衝帯、物資集配拠点などに

位置付けられる公園・緑地について、地域の防災性の向上や減災につながる整備を進めます。

・…生物多様性の保全の観点から、周辺の河川、池、樹林地などの生態系に配慮した植栽や施

設整備を行います。

・…将来にわたり魅力が維持できるよう、ライフサイクルコストや管理運営形態を考慮し、整

備内容を検討します。

主な施策
身近な公園の整備 地域特性に応じた身近な公園を計画的に整備します。また、整備から長期間が経過し、

周辺の環境が変化した公園は、地域のニーズや社会状況の変化を踏まえ、再整備や機能
の再編を⾏います。

スポーツのできる公園の整備 市民のスポーツ需要に応えるため、身近な公園におけるスポーツ施設の充実や、公式大
会に対応できるスポーツ施設を有する公園の整備を推進します。

大規模な公園の整備 多様なレクリエーションを楽しめる自然をいかした大規模な公園の整備を推進します。

都心部の公園の魅力アップ 都心部の公園の新設整備や再整備などにより、魅力の向上を図ります。
また、都心臨海部では、公民連携により、風格ある水と緑づくりを推進します。

特色ある公園の整備 風致公園や歴史をいかした公園、自然体験・農体験の場となる公園の整備を推進します。

他分野との連携による公園整備
の検討

設置許可や管理許可制度の運用により、公園と施設の価値を相互に高める市民利用施設
の設置を検討します。また、健康みちづくりなど他分野との連携による公園整備を検討
します。

開発⾏為などによる公園整備 開発⾏為や市街地開発事業などの面的整備事業に伴い、開発規模に応じた公園を整備し
ます。

都市公園ストック機能の再編 子育て支援や高齢者の健康増進に寄与する公園整備や、都市公園ストックの機能の再編
などを進めます。

118
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４章　歴史的風致の維持及び向上に関する方針④ 公園種別

種別 内容

住
区
基
幹
公
園

街区
公園

地域のまつりなどのイベントができる広場や遊具などを備えた公園を
配置します。
0.1ha 以上で 0.25haを標準とします。

街角
公園

遊具や植栽などを備えた公園を開発行為に伴う提供公園などにより
配置します。
0.1ha 未満とします。

近隣公園
少年サッカーや少年野球などが楽しめる広場や野原などを備えた公
園を配置します。
1ha 以上を目安に2haを標準とします。

地区公園
身近な住民のスポーツ・イベント利用や、自然、歴史などの地域特性
に即した公園を配置します。
4haを標準とします。

都
市
基
幹

公
園

運動公園
競技が可能な運動施設を備えた面積15ha ～75haを標準とする公園
を配置します。

総合公園
休養や散策など多様な施設を備えた面積10ha～30haを標準とする
公園を配置します。

広域公園
多様なレクリエーション活動を楽しめる自然的環境をいかした面積
30ha 以上を標準とする大規模公園を配置します。

特殊公園

史跡や歴史的建造物を保存活用した歴史公園、良好な風致や特徴
的な景観を有する風致公園、こども植物園などの生き物に親しみ学
ぶことのできる動植物公園、良好な農景観を有する農業公園、墓園
など、その目的に則し配置します。

緩衝緑地 工業地域との緩衝や防災のための緑地を配置します。

都市林
生き物の生育・生息地となるまとまった樹林地の保全のために配置
し、必要に応じて自然観察、散策のための施設などを整備します。

広場公園
にぎわいの創出や市民の休息、鑑賞に資するために、市街地の駅周
辺に配置します。

都市緑地 都市における良好な自然的環境や景観の保全を目的に配置します。

緑道
市街地における良好な居住環境を確保し、災害時の避難路ともなる
歩行者路を配置します。
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主な施策
せせらぎ整備 湧水などの水源確保が可能な水路跡地などを活用して、身近なせせらぎをつくります。

また費用対効果を踏まえて再生水による水辺の創出も検討します。

河川管理用通路を活用した環境
づくり

水と緑の回廊となる河川管理用通路を市民が親しみながら利用できる水際の歩⾏空間と
して整え、市民の健康づくりにつながる環境づくりを進めます。（健康みちづくり推進
事業）

生物多様性に配慮した多自然川
づくり

魚類が遡上できるような魚道整備など、生物多様性に配慮した河川環境を整えます。

河川の水辺拠点整備 周辺景観や地域と調和し、市民が親しめるように護岸や河道の形態を工夫した水辺と、
河川沿いの一定の空地に親水性及び生態系に配慮した水辺などを創出します。

水際線における公園・緑地の整
備・活用

「海と人とのふれあい拠点」において、市民などが海を身近に感じられる空間として水
際に公園や緑地を整備するとともに、海からの視点に配慮した景観上の緩衝帯としても
活用します。

歴史的橋梁の保全 関東大震災の復興事業として整備された「震災復興橋梁」など歴史的橋梁を保全します。

公共公益施設などでの水辺創出 水再生センターなどの公共施設において、生き物に触れ水に親しむ場となる水辺を創出
し、自然体験の場として活用します。

河川水辺空間の保全（維持管理）
と活用

ふるさとの川整備事業や川辺の散歩道など、これまで多自然川づくりで実施してきた水
辺空間の保全（維持管理）を推進します。あわせて、学校などの多様な主体と連携し、
身近な自然体験やレクリエーションの場として活用します。また、市街地の水辺では、
水辺空間を活用して街の賑わいづくりにつなげます。

⼩川アメニティ・せせらぎ緑道
などの保全と活用

⼩川アメニティ・せせらぎ緑道などの水路について、周辺環境と調和に配慮した水辺空
間を保全し、市民の水辺のふれあいの場として活用していきます。

脱温暖化に向けた事業推進 横浜ブルーカーボン事業では、ブルーカーボンや海洋における自然エネルギーの利用な
ど、海洋を舞台とした脱温暖化プロジェクトを進めていきます。

流水機能の維持 流水機能を損なわないよう、施設を適正に維持・管理します。

水辺愛護会活動 生物多様性の保全や子どもたちの情操教育、地域コミュニティの活性化を図る活動のよ
うに、水辺愛護会が地域拠点としての水辺環境をいかした特色ある活動を活発に⾏うこ
とができるよう、区と連携し次代の愛護会活動を担う人材の効果的な育成や、交流会や
技術支援講座を通したノウハウやアイディアの提供を積極的に実施し、愛護会活動の
コーディネートの強化を図ります。
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４章　歴史的風致の維持及び向上に関する方針

1 都心臨海部の魅力づくり
都市部でありながら親水性が高く開放的なウォーターフロント

を生かした花や緑があふれるアーバンリゾートとして、水上

交通等回遊性を高める移動手段の充実、音楽・スポーツ・

企業・研究機関などの集積を生かし、公共空間における規制

の弾力的な運用などによる有効活用等を進め、にぎわいを

都心臨海部全体に広げます。また、多様な資源の磨き上げと

ストーリー化による横浜ならではの体験価値向上や、子ども

も大人も安心して楽しめ、まちとしての魅力向上を図ります。

戦略 １

多様性あふれる魅力と感動のあるまちづくり
横浜は開放的なウォーターフロント、開港の歴史、文化

芸術、まちに広がるイベントなど多様性あふれる魅力が

凝縮しています。それらをつなぎ合わせて回遊につなげ、

まち全体のにぎわいを創出します。また、地域独自の

ストーリーを有する資源を生かすなど、横浜ならでは
の体験価値を高めていくことで、リピーターを増やし、
誰もが訪れるたびに新たな発見・感動のあるまちを

目指します。
提供 :横浜観光情報

（右上）提供 :横浜観光情報

3 4

詳細はこちら▶

2 市内各所と連動した魅力づくり
郊外部の歴史や自然、動物園・水族館、大型スタジアム・アリーナ等、地域ならではの魅力を向上させ、また

連動させ、市内回遊につなげます。さらに、2027年の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」による

にぎわいを市内各所に広げ、開催後も上瀬谷エリアに郊外部の新たな活性化拠点を形成し、魅力の向上を

図ります。

3 広域連携の推進
近隣エリアと横浜の魅力をかけ合わせて体験価値を向上させ、エリア全体の回遊を促進し、横浜を拠点

とした宿泊につなげます。また、訪日旅行のゲートウェイとして、インバウンドを対象としたマーケティングを

行い、国内各地と横浜の魅力をかけ合わせたプロモーションを実施することで、相互の送客につなげます。

4 まちの魅力や価値を高め、発信する
ＤＸの推進により、マーケティング強化や戦略的な誘客プロモーションの展開、市民とともに横浜ならではの

魅力の発信を行い、横浜ファンを増やし、リピート率を高めます。また、誰もが快適かつ安心感をもって横浜

を楽しむことができるよう、ＤＸによる滞在環境の更なる向上を図ります。

1 ＭＩＣＥの戦略的誘致
経済的効果の高い中大型国際会議や国内医学会議、都市の

プレゼンスやシビックプライド向上につながる政府系国際

会議の更なる誘致を進めるとともに、企業ミーティングや

インセンティブ旅行等、新たなビジネスイベントの創出に取り

組みます。

2 ＭＩＣＥの受入環境整備
横浜ならではのまちの魅力を楽しむことのできるユニーク

ベニューやテクニカルビジット、アフターコンベンションの

充実など、まちぐるみでＭＩＣＥ参加者を受け入れ、回遊させる

仕組みを構築します。また、関連事業者と連携した受入環

境整備や「ＭＩＣＥ開催地横浜」としてのブランディングを推

進します。

3 ＭＩＣＥ開催による社会的効果の拡大
ＭＩＣＥ開催を契機に、市内教育機関との連携や次世代プログラムを提供します。また、市内の企業や大学、

研究機関等とＭＩＣＥ参加者・出展者とのマッチングなどによるビジネス機会やイノベーションの創出等、社会的

効果の拡大を図ります。

戦略 2

グローバルＭＩＣＥ都市としての競争力の強化
横浜の特長を生かして、アジアを代表するグローバル
ＭＩＣＥ都市としての競争力を強化し、経済効果の高い

中大型の国際会議や医学会議、ビジネスイベント等の

戦略的な誘致を加速します。

アフターコンベンションの充実等により、経済効果を

最大化させるとともに、ビジネス機会やイノベーショ
ン創出など、社会的効果の拡大に取り組み、ＭＩＣＥ都
市として飛躍するまちを目指します。

アフリカ開発会議（TICAD）
提供 :外務省

本戦略は、2030年を見据えた取組の方向性を示したものです。

（8）　横浜市観光・MICE 戦略
本市が目指す観光・ＭＩＣＥの方向性を示すため、2030 年を見据えた戦略を令和５年（2023 年）

12 月に策定した。
目指す姿である「市民と共に創り、世界から選ばれるアーバンリゾート」の実現に向けて、４つの

戦略で構成している。４つの戦略のうち本計画と関連するものとして、戦略１「１　都心臨海部の魅
力づくり」、戦略２「２　ＭＩＣＥの受入環境整備」、戦略４「２　ＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進」
が掲げられている。

4 つの戦略と戦略 1
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（9）　第４期横浜市教育振興基本計画
令和 5 年（2023）2 月に策定された「第 4 期横浜市教育振興基本計画」は、「横浜教育ビジョン 2030」（平

成 30 年（2018）策定）のアクションプランである。また、教育基本法第 17 条第２項に基づく「地方
公共団体における教育の振興のため の施策に関する基本的な計画」として位置付ける。 

本計画では、「8 の柱」とそれぞれの施策、主な取組等を示している。特に柱 8「市民の豊かな学び」
の施策では「横浜の歴史に関する学習の場の充実」を定め、施策の目標・方向性を「行政のみならず、市民、
企業、学校などと協働、連携して横浜の歴史を学ぶ上で欠かせない文化財の保存・活用に取り組みま
す。」、「児童生徒や市民が、横浜の歴史文化を身近に感じ、学ぶことで、愛着を感じられるよう、学習
機会の充実を図ります。」と定めている。この主な取組に「市内に残る文化財の保存・活用、理解の推進」、

「横浜の歴史文化を身近に感じ、学習する機会の創出」を定め、文化財の保存・活用と学習機会の充実
を推進している。 

 

１ 計画体系   

 

  

柱柱

小学校高学年におけるチーム学年経営の推進

児童生徒の情報活用能力の育成

教職員のICT活用指導力の育成

ICT環境整備

新たな教育センターとEBPMの推進

就学・教育相談等の充実

小中学校等における特別支援教育の推進

特別支援学校の充実

不登校児童生徒の居場所・学びの支援の充実

日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実

子どもの貧困対策の推進

教育相談の充実

各校の特色を生かした「総合的な探究の時間」の推進

魅力ある高校教育の推進

グローバル教育・サイエンス教育の推進

多様化する生徒への支援

小中一貫教育の充実

英語によるコミュニケーション能力の育成

国際理解教育の推進

SDGｓ達成の担い手育成（ESD）推進

自分づくり（キャリア）教育の更なる充実

66
小中一貫教育及び幼保小連携の
推進 「架け橋期」の育ちや学びをつなぐ幼保小連携・接続

の充実

２２
ととももにに
未未来来をを
つつくくるる
力力のの育育成成

11
英語教育の充実及び国際理解教
育の推進

22
持続可能な社会の創り手育成の
推進

33 特別支援教育の推進

44
多様な教育的ニーズに対応した
教育の推進

55
新たな時代に向けた高校教育の
推進

施施策策 主主なな取取組組

１１
一一人人

ひひととりりをを
大大切切にに
ししたた
学学びびのの
推推進進

11
主体的・対話的で深い学びの実
現

児童生徒一人ひとりの資質・能力の育成に向けた授業
改善

一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細かな学習
支援

22
情報教育の充実及び教育DXの推
進

12
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柱柱

人権教育の推進

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の充実

「本物」に触れる機会の創出

安心して参加できる集団づくり

子どもが抱える課題への組織的対応や未然防止の強化

全ての生徒が満足できる中学校給食の実現と食育の
推進

持続可能な部活動の実現

歯科保健教育の支援

健康教育の推進

福祉・医療等との連携強化

33 家庭教育支援の推進

優れた人材の確保及び採用前教職員の養成

学び続ける教職員の育成・支援

チーム体制の構築と人員配置の工夫・充実

学校業務の改善・適正化

管理職のマネジメント力の強化・意識改革

学校施設の計画的な建替えの推進

自然環境に配慮した学校施設の整備

学校施設における児童生徒の安全確保

快適で誰もが使いやすい施設環境の整備

33 学校規模・通学区域の適正化 学校規模・通学区域の適正化

11 生涯学習の推進 生涯学習の推進

新たな図書館像の構築・図書館サービスの充実

読書活動の推進

市内に残る文化財の保存・活用、理解の推進

横浜の歴史文化を身近に感じ、学習する機会の創出

８８
市市民民のの
豊豊かかなな
学学びび

22
新たな図書館像の構築及び読書
活動の推進

33
横浜の歴史に関する学習の場の
充実

関係機関、地域と連携した、保護者の学びや交流など
の家庭教育支援

６６
いいききいいきき
とと働働きき、、
学学びび続続けけ
るる教教職職員員

11
教職員の採用・育成・働き方の
一体的な改革

７７
安安全全・・
安安心心でで
よよりり良良いい
教教育育環環境境

11 学校施設の計画的な建替え

22 安全・安心な施設環境の確保

４４
健健ややかかなな
体体のの育育成成

1
生涯にわたる健康づくりと
中学校給食の推進

「体力・運動能力調査」を活用した健康の保持増進と
豊かなスポーツライフの実現

５５
家家庭庭・・
地地域域等等のの
多多様様なな
主主体体ととのの
連連携携・・
協協働働

11
多様な主体とつながる教育の
充実

地域等との連携・協働の推進

22
福祉・医療等との連携による
支援の充実

施施策策 主主なな取取組組

３３
豊豊かかなな
心心のの育育成成

11
人権尊重の精神を基盤とする
教育活動の推進 「子どもの社会的スキル横浜プログラム」の効果的な

活用推進

22 安心して学べる学校づくり

13

計画体系
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既存計画（上位・関連計画）

 

 

 
施策３ 横浜の歴史に関する学習の場の充実 

 

 施策の目標・方向性 

 行政のみならず、市民、企業、学校などと協働、連携して横浜の歴史を学ぶ上で欠かせな
い文化財の保存・活用に取り組みます。 

 児童生徒や市民が、横浜の歴史文化110を身近に感じ、学ぶことで、愛着を感じられるよ

う、学習機会の充実を図ります。 

 

 現状と課題 

 横浜市では、教育委員会が主体となり、文化財保護法や文化財保護条例に基づく文化財の保存・
活用を進めています。指定・登録文化財は、471件（令和４年３月現在）あり、幅広い時代の文

化財が市域全体に存在しています。横浜の歴史を学ぶ上で重要な役割を担う文化財を、様々な活

用を通じて、地域の魅力向上や地域活性化につなげ、次世代に継承する必要があります。 

 都心臨海部には、国の重要文化財である「帆船日本丸」「氷川丸」「横浜市開港記念会館」「神奈川
県庁本庁舎」「神奈川県立歴史博物館」をはじめ、多くの文化財が所在しており、横浜の歴史や物

語を伝える横浜ならではの風景を構成しています。 

 文化財の保存・活用に関する取組は、行政のみならず、博物館施設、民間団体、NPO法人、市民

ボランティア等によっても盛んに行われており、横浜の歴史文化 110の継承を支えています。 

 

横浜市に所在する文化財数（令和４年３月時点）               ※( )は内数で国宝 

出典：横浜市教育委員会事務局調べ 

 文化財の所有者・管理者の経済的負担の増加、高齢化に伴う担い手不足、防災対策に加え、感染
症拡大に伴い、従来の枠組みでは解決できない課題に直面しており、行政のみならず、多様な主

体が連携し、横浜の歴史文化 110を次世代に継承していく新たな仕組みづくりが必要です。 

 日米和親条約の締結の地に所在する「横浜開港資料館」（市指定文化財）は、日本の開港開国に関
わる国内外の資料・情報の拠点となっています。令和３年には、文化庁から「横浜開港資料館に

おける文化観光拠点計画」が認定され、横浜中華街、山下公園、元町、山手などの観光エリアに

隣接する立地を生かし、文化観光の中心を担う拠点施設としての活用が期待されています。 

 
110 歴史文化：文化財とそれに関わる様々な要素とが一体となったもの。 

類型 種別 国指定 県指定 市指定 国登録 市登録 計 

有形文化財 
建造物 17 6 35 39 3 100 

美術工芸品 62(3) 57 96 0 5 220 

無形文化財 （演劇・音楽・工芸技術） 0 0 0 0 0 0 

民俗文化財 
有形民俗文化財 0 2 6 0 13 21 

無形民俗文化財 0 4 9 0 3 16 

記 念 物 

史 跡 5 3 7 0 74 89 

名 勝 2 0 1 3 0 6 

天然記念物 

（動物・植物・地質鉱物） 
1 6 12 0 0 19 

文化的景観 0 - - - - 0 

伝統的建造物群 0 - - - - 0 

計 87(3) 78 166 42 98 471 
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 博物館等施設の老朽化、収蔵資料の保管場所不足のほか、教育委員会所管の史跡等の範囲内にあ
る土砂災害警戒区域に指定された崖地（約 40か所）についての対策が必要です。 

 博物館等施設では、ICT の急速な進展や感染症の影響など昨今の社会状況の変化により、従来の

施設への集客を中心とした事業に加え、オンライン講座の開設や、オンライン授業に適用した動

画作成、所蔵資料のデジタル化など、新たな取組も進める必要があります。 

 博物館に所蔵する歴史的な資料や学芸員等の専門的知見を生かした、児童生徒への学習支援や、
教員の授業改善の支援を、更に充実させていくことが期待されています。 

 

 主な取組 

１ 市内に残る文化財の保存・活用、理解の推進 

 市内の多様な文化財を次世代に継承するため、中・長期的な基本方針と、短期的な事業計画を定めた

「横浜市文化財保存活用地域計画」を作成します。この計画により、市民、企業、学校、博物館施設

等と協働・連携して文化財の保存・活用を進め、横浜の歴史文化 110に触れる機会を創出します。 

 文化財の調査研究や文化財所有者への支援を継続して実施するととともに、特に保存が困難な状況に

ある無形民俗文化財の調査を実施し、施策を検討します。 

 国指定史跡三殿台遺跡の保護と普及啓発を目的として昭和 42年に整備した「三殿台考古館」の老朽

化対策と、遺跡の適切な保存・普及啓発を図るため、再整備を検討します。また、25年以上リニュ

ーアルされていない歴史博物館、開港資料館等の常設展示設備の更新や所蔵資料の保管場所の確保の

検討に加え、所蔵資料のデジタル化を推進するための検討を進めます。 

 史跡等範囲内において、土砂災害警戒区域に指定されている崖地の安全対策を進めます。 

想定事業量 

項目 
直近の現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和７年度） 

市内指定・登録文化財件数 471件（累計）※3 479件（累計） 

無形民俗文化財調査件数 １件/年 ５件/年 

博物館等への来館者数及びオンラインコンテンツ閲覧人
数 

346,659人/年 395,000人/年 

史跡等範囲内の土砂災害警戒区域への安全対策箇所数 ２か所/年 ５か所/年 

※３ 市内の文化財が初めて指定を受けた明治 33年からの累計 

 

2 横浜の歴史文化を身近に感じ、学習する機会の創出 

 従来の博物館等の施設への見学受入れを継続して行うほか、訪問授業の実施、オンライン講座の開設

や、オンライン授業に適した動画作成などの取組を通じて、児童生徒の学習支援や教職員の授業改善

につなげ、横浜の歴史文化 110を身近に感じ、学習する機会を創出します。 

想定事業量 

項目 
直近の現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和７年度） 

博物館学芸員等による訪問授業を受講した児童生徒数 7,146人/年 7,350人/年 

文化財を活用した授業コンテンツ動画等の作成数 ２本/年 ６本/年 
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柱 8・施策 3 の目標・方向性と主な取組
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（10）　横浜市防災計画
横浜市防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、本市にお

ける災害に対処するための基本的かつ総合的な計画として、横浜市防災会議が策定する地域防災計画
であり、災害の種類に応じて「震災対策」、「風水害等対策」及び「都市災害対策」 に区分し、３編で構
成している。また、各編に必要な資料を「資料編」として編集している。

「横浜市防災計画『震災対策編』」の災害予防計画「地震に強い都市づくりの推進」では、「文化財等
の防災対策」として、「防災訓練の実施」、「文化財の所在情報等の充実・整備」、「歴史的建造物等の防
災対策」を定めている。 

文化財等の防災対策

Ｉ－1 

横横
浜浜
市市
防防
災災
計計
画画  

資資  

料料  

編編  

第第１１部部    総総    則則  

第第１１章章  計計画画のの方方針針  

第第１１節節  横横浜浜市市防防災災計計画画のの構構成成  

１１  横横浜浜市市防防災災計計画画のの全全体体構構成成  

横浜市防災計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、本市

における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画として、横浜市防災会議が策定する地

域防災計画であり、災害の種類に応じて「震災対策」、「風水害等対策」及び「都市災害対策」

に区分し、３編で構成しています。また、各編に必要な資料を「資料編」として編集していま

す。 
本市防災計画の全体構成は、次の図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  計計画画のの修修正正  

横浜市防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要がある

と認めるときは、修正します。 
 

３３  他他のの計計画画ととのの関関係係  

横浜市防災計画は、神奈川県地域防災計画、災害対策基本法第41条に掲げる防災に関する

計画（水防法（昭和24年法律第193号）に基づく水防計画等）との整合性、関連性を有してい

ます。 
 

４４  計計画画のの習習熟熟  

本市各区局、防災関係機関等は、日頃から防災対策に関する調査・研究、教育・研修、訓

練等により、横浜市防災計画及びこれに関連する他の細部計画等の実現・習熟に努め、防災

力を高めます。また、このうち特に必要と認めるものについては、本市における地震対策の総

合的な推進を図るため、市民への周知徹底を図ります。 

総総務務局局  

震震災災対対策策編編  

風風水水害害等等対対策策編編 

都都市市災災害害対対策策編編 

Ⅱ―25 

５５  危危険険ななブブロロッックク塀塀等等のの改改善善のの促促進進  

  地震などによるブロック塀等の倒壊を防止し、歩行者の安全性を確保するため、道路等に面

する高さ１ｍ以上で危険なブロック塀等について、所有者へ改善を働きかけるとともに、改善

工事に要する費用の一部を補助します。 

 

第第1100節節  文文化化財財等等のの防防災災対対策策  

過去の大震災では、多数の文化財等が被災しました。 

本市においても、歴史的に重要な文化財等が多数あり、震災時を考慮した以下の対策を実施

しています。 

 

１１  防防災災訓訓練練のの実実施施  

文化財防火デー（毎年１月26日）を中心として、文化財の所有者・管理者、消防機関、地域

住民等の協力の下で防災訓練を実施しています。 

 

２２  文文化化財財のの所所在在情情報報等等のの充充実実・・整整備備  

横浜市文化財保護条例（昭和62年12月条例第53号）に基づき、文化財の所在や員数、形式、

構造等の情報を整理・把握しています。 

 

３３  歴歴史史的的建建造造物物等等のの防防災災対対策策  

本市では、｢歴史を生かしたまちづくり要綱｣（昭和63年４月１日実施）を定め、歴史的建造

物等の保全と活用を推進しています。この要綱に基づき、歴史的建造物等の維持管理、耐震改

修、防災施設などの助成をしています。 

 

第第1111節節  崖崖、、擁擁壁壁へへのの防防災災対対策策のの促促進進  

崖崩れ災害を防止するため、危険性のある崖や擁壁の点検、維持管理の指導、崖改善工事の

促進により、崖地の防災対策を進めています。 

 

１１  急急傾傾斜斜地地崩崩壊壊危危険険区区域域のの指指定定  

急傾斜地の崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずる地域及び崩壊を助長、誘発するお

それのある地域を、市長の意見をきいて県知事が指定することとなっており、令和４年４月

現在721箇所を指定しています。 

指定の基準は、傾斜度が30度以上、高さが５m以上の崖で、崩壊により危害が生ずるおそ

れのある人家が５戸以上ある区域又は官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれの

ある区域です。 

 

２２  土土砂砂災災害害警警戒戒区区域域等等  

土砂災害警戒区域は、、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害

が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するた

めに警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域（イエローゾーン）として政令で定める基準に

該当するものを市長の意見を聴いて、県知事が指定します（令和４年３月現在 市内で急傾斜

地の崩壊2,396区域、土石流３区域を指定しています。）。 

土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物が土砂により損壊

し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じると認められる区域（レッドゾーン）として政

令で定める基準に該当するものを市長の意見を聴いて、県知事が指定します（令和４年３月

現在 市内で急傾斜地の崩壊2,058区域、土石流３区域を指定しています。）。 

※ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備については「風水害等対策編」を参照 
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3 ．歴史的風致の維持及び向上に関する方針
２章において設定した理念・方針に基づき、横浜市の歴史的風致の維持及び向上に資する施策を推

進する。

　旧きと新しきが混ざりあう、横浜らしさを体感できるまち

理　念

方針・施策

2 章で設定した理念及び 2 つの方針、5 つの施策に基づき、3 章で整理した歴史的風致を踏まえ、
横浜市の歴史的風致の維持向上に向けた取組を実施する。具体的な事業については 7 章で示すもの
とするが、各事業は 5 つの施策を実現する取組として整理した。

方針１：横浜の歴史に触れ、知り、楽しむ場づくり
施策①　歴史資産の調査と情報共有

歴史的風致を形成する歴史資産を継続的に把握するため、定期的な総合調査や、個々の歴史資産
の詳細調査や価値づけなどを推進する。また、歴史資産の情報に気軽にアクセスできるよう、さま
ざまな団体や有識者と連携し、展示、解説や講義等を行うことにより、適切な情報共有を推進する。

施策②　歴史文化とのタッチポイントづくり
歴史的建造物の公開やさまざまなコンテンツによる活用、景観形成や公園整備などの周辺環境整

備、案内サイン等の整備により、歴史的風致を形成する歴史資産やそこで行われる営みや活動に実
際に触れて体感できる機会を創出する。

施策③　新たな「歴史資産」の保全活用の検討
歴史資産の対象を概ね築造後 50 年を経過したものとしているため、その対象は戦後の建造物に広

がっている。横浜の戦後の歴史的風致を示す、モダニズム建築や防火帯建築などについて、価値や
保全活用の在り方を総合的に検討する。

方針２：歴史的建造物の継承と活用の促進
施策①　保全・継承に向けた支援

歴史的風致を維持向上していくために、これまでの制度支援等を引き続き行うとともに、税制優
遇措置や助成、民間活力の積極的な活用の検討、専門的な技術者を派遣する仕組みの検討など、適
切な支援策の拡充を推進する。

施策②　歴史資産の活用を通じたまちづくり促進
歴史資産をそれぞれの状況に応じた活用を促進するために、さまざまな支援措置を講じる。その

活用を通じて、地域のまちづくりに資する取組を推進する。
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4 ．歴史的風致維持向上計画の実施体制
本計画の推進にあたっては、事務局となる都市整備局都市デザイン室と、歴史、まちづくり、景観、

文化財等に関わる部局との連携を図りながら、市民や事業者と協働して取組む。なお、事業計画の進
行管理や計画変更等については、法定の「横浜市歴史的風致維持向上協議会」において引き続き協議
を行う。なお、必要に応じて、関係審議会等との連携・調整、報告等を行うものとする。

国

文部科学省
農林水産省
国土交通省

神奈川県

神奈川県
教育委員会

【法定協議会】
横浜市歴史的風致維持
向上協議会

【民間関係者】
市民、所有者、事業者、
市民団体等

【関係審議会等】
横浜市都市美対策審議
会、歴史的景観保全委
員等

横浜市

【事務局】
都市整備局都市デザイン室

【関係部局】
教育委員会生涯学習文化財課
都市整備局都心再生課、景観調整課
みどり環境局公園緑地整備課、公園緑
地管理課、北部公園緑地事務所、南部
公園緑地事務所
にぎわいスポーツ文化局観光振興・Ｄ
ＭＯ地域連携課、創造都市推進課
など

協議

協議

協働

連絡
調整

支援
指導


